
特定非営利活動法人

ジーエルエム・インスティチュー ト

役員報酬規程

(目 的 )

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト

の役員の報酬の基準について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は支給しない。

ただし、旅費等の実費は支給することができる。

(補則)

第 3条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

特定非営利活動法人

ジーエルエム・インスティチュー ト

代表理事 西野桂子
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第 1章  総  則

的 )

この規程は、就業規則に基づいて職員の給与に関する事項を定めたも

のである。

体 系)

賃金の体系は、基本給、職務手当、講師料等、通勤手当、研修手当、配

偶者手当、住宅手当とする。

原則 として賞与は支給 しないが、年 ごとの財政状況に応 じ、個別に対

応する。

原則 として退職金は支給 しない。

第 2章  基本給および諸手当

本  給 )

基本給は、本人の年齢・学歴・能力・経験 。従事する職種または職務を

総合勘案 し別表 1に基づき支給する。原則 として 1年 ごとに給与額を

法人 と職員双方で協議 し、見直す こととする。

勤 手 当)

通勤手当は、公共交通機関を利用す る通勤に要する定期券 lヶ 月購入

費に相当する金額を支給する。

業務上の出張等が発生 し、事務所への通勤が lヶ 月に満たない場合、
公共交通機関を利用する通勤に要する実費を支給す る。

新幹線・特急等の使用は個人負担 とする。

当法人が外部機関か ら依頼を受け事業を実施する場合に係 る出張等の

(職 務 手 当)

第 4条 職務手当は、職務上責任の重い管理的地位にある者に対 し、一定額を支

給する。

(講 師 料 等 )

第 5条  当法人が実施する事業の うち、職員が講義等を行 う場合の講師料等に

ついては、別途講師料等支払規程に準ずるものとする。
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日当、宿泊費、その他経費は、別表 1の金額を外部機関に請求 し、外

部機関との協議で決定 した金額を職員に支給する。

(研 修 手 当)

第 7条  勤続 3年以上の職員を対象に、研修費の一部を最高 10万円まで支給す

る。

(そ の 他 手 当)

第 8条 配偶者を有する職員を対象に、月額 2万円を支給する。また、賃貸契

約により住居費を負担 している職員を対象に、月額 1万円を支給する。

第 3章  支払形態

(貸金の計算期間および支払 日)

第 9条 賃金は当月初 日から当月末 日までの期間 (以 下 「当該計算期間」 とい

う)に ついて計算 し、当月 28日 (そ の 日が休 日のときは その前 日)に
支払 う。

2  次の各号の場合は、通勤 1日 当た りの給与 (通勤手当を除 く。)を 日割

り計算によって支給する。

(1) 月の初 日以外の 日に任命 された場合又は月の末 日以外の 日に退職 した

場合

(2) 月の初 日以外の 日に受けるべき給与の月額に変更があった場合

3  前項に規程する勤務 1日 当た りの給与額は、給与を当該月における土

曜 日及び 日曜 日の 日数を差 し引いた 日数で除 して得た額 とする。

(賃金の支払方法 と控除 )

第 10条 賃金は、通貨で直接職員にその全額を支払 う。ただ し、職員から申し入

れがあった場合は、本人が指定す る本人名義の金融機関預貯金 口座への

振 り込みによって支払 うものとする。

2 前項の規程にかかわ らず、次に掲げるものは支払いのとき控除する。原則

として、常勤職員は、社会保険 (健康保険・厚生年金)お よび雇用保険

に加入 し、賃金か ら控除するものとする。非常勤職員は、31日 以上引き

続き雇用 されることが見込まれ、かつ 1週間の所定労働時間が 20時間以

上である場合、雇用保険に加入 し賃金か ら控除するものとする。海外勤

務職員は、雇用保険に加入 し、賃金か ら控除す るもの とす る。赴任期間



中は、法人を受取人 とす る海外傷害・疾病保険に加入する。社会保険は

希望に応 じ、個別に対応する。

(1)給与所得税

)市町村民税

)健康保険料

)雇用保険料

)厚生年金保険料

)そ の他、代表理事 と書面による控除協定にもとづ くもの

付   則

２

３

４

５

６

(施 行

第 11条
期  日)

この規程は、平成 18年 4月 1日 から施行する。

この改訂は、平成 25年 4月 1日 か ら適用する。

この改訂は、平成 26年 8月 11日 から適用する (第 2条および第 5

条に配偶者手当、住宅手当を追加 )。

この改訂は、令和 1年 7月 26日 か ら適用する (別表 1を改定 )。



別表 1

給与規程第 3条及び 6条 4項に定める区分及び 日当、宿泊、基本給額

格付

〈号)

海 外 国 内 月額基本給

(レ ンジ)日当 宿泊料 日当 宿泊料

SS(4寺 ) 4,500円 <ベ トナム>
・ハノイ・ホーチミン

9,000円

・プロジェク トサイ ト

2,500円

<フ ィリピン>
6,000円

<ネパール >
・カ トマンズ

10,000ネ パールル ピー

・プロジェク トサイ ト

2,000ネパールルピー

<ケ ニア>
10,800円

1,300円 12,400円 500,000～

472,000円

S(1) 4,500円 1,300円 12,400円 469,000～

388,000円

A(2) 4,500円 1,300円 12,400円 385,000～

325,000円

B(3) 3,800円 1,100円 10,300円 322,000^‐

290,000円

C(4) 3,800円 1,100円 10,300円 286,000～

262,000円

D(5) 3,200円 850円 8,200円 259,000～

226,000円

E(6) 3,200円 850円 8,200円 223,000～

195,000円



法人名
特定非営利活動法人ジーエルエム・イン

スティチュー ト
事 業 年 度

2019年  1月  1日
2019年 12月 31日

書式第 17号 (法第55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項を記載した書類

1 資金 に関す る事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項 ]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

′土
1日 入 先 金    額

該当無 し 円

円

円

円

円

^ 計 円

(3)そ の他

該当無 し

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

会費収入 (正会員)

会費収入 (賛助会員―個人)

会費収入 (賛助会費―営利団体)

開発援助のための人材養成事業収益

開発援助プロジェクトの実施支援事業

ODA及び国際機関の開発援助事業に係る技術協力、専門家派遣

等の事業収益

開発援助分野に係る研修事業収益

受取寄附金

受取助成金等

受取利息

為替差益

雑収益

186,000円

78,000円

0円

2,191,333円

288,923円

5,631,540円

635,044円

590,500F【 ]

28,748,021F[]

12,347F[]

15,681円

5,886円

円

円

〈
ロ 計 38,383,275円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当無 し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料  金 条  件  等

該当無し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

講師派遣 (主講師/高度 ) 20,200円 時間単価

講師派遣 (主講師) 10,500円 時間単価

講師派遣 (副講師) 9,400円 時間単価

セ ミナー 1,000円 1人当た り参加料

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲渡資産の内容等取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月 日
譲 渡 価 格

円該当無 し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

27,275,608円 補助金

4,840,806円 所属先協力金

1,472,413円 助成金

765,376円 海外インターン実施費

447,354円 研修実施費

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,420,000円 資機材手配・海上輸送手配

971,090円 航空券手配

401,797円 家賃

367,700円 航空券手配

332,530円 海外旅行保険



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当無 し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人 との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月 日
対 価 の 額 役務提供の内容等

19.1.8‐ 10 131,760円

研修講師19.5.12‐

13/26‐ 27
140,160円

19.9.17

19
199,980円 研修講師

19.9.18

19
40,000円 研修講師

19.9.18‐

19
32,400円 研修講師

19.3.18‐

8.25
123,200円

途上国における

学校運営管理指導

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月 日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

250,000円 19.3.11

10,300円 19.12.23

200,000円 19.12.27

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]



給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

6名 17,139,842円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月 日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当無 し 円

円

合   計 円

7 海外 への送金等 に関す る事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並び

にその実施 日]

実  施  日 使 途 金   額

19.1.24

19.5.16

19.8.1

19.8.2

19.8.28

19.9.6

ケニア教育プロジェクト実施経費

ケニア教育プロジェクト実施経費

フィリピンにおけるスタディプログラム実施経費

(8月 実施分)

フィリピンにおけるスタディプログラム実施経費

(9月 実施分)

ケニア教育プロジェク ト実施経費

ケニア教育プロジェクト実施経費

16,200米 ドル

50,000米 ドル

599,129円

775,771円

330,956円

62,530.96米 ドル



法人名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト チェック欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途力鯛月らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

③ 各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

害1
△

(②=⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割
′ ヽ

0-0

① ② ③ ④ ⑤

③ 19年 1月 1日 ～19年 12月 31日 11人 0人 0% 0人 0%

⑮
人 人 % 人 %

◎
人 人 % 人 %

③
人 人 % 人 %

◎
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (初葉)

(注意事Q
・認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添付

する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

改めて記載する必要はありません。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

③ 酸当する項目を0で囲ら、監査畑明書又は第3塞量:基 2「帳簿組縛つ獣況」を添付してくださし、

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ③ ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

は い

いいえ

はい

いいえ

|まい

い い ス _

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている

は い

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

［ ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿陶虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有・□ 有・無 有 征

（
有 。無 有 。無 有・無

第3表 (次葉)

(注意事つ

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改
めて記載する必要はありません。



法人名
特定非営利活動法人ジーエルエム・イ

ンスティチュー ト
③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 11人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

(1コ課軒D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

① ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時
就任・週■

年月日

西野 桂子

武田 直子

辻 新―郎

杉原 たみ

勝間 靖

鈴木 律

香田 忠維

西村 (笹岡幹

子

河邊 亮輔

皆元 理恵

待寺 孝一

野中 敏博

代表

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事

監事

監事

○

○

○

○

〇

○

○

○

○

○

○

○

02.2.22,恵 Lイ:E

02.2.22就任

02.2.22就任

13.4.1,歳 tif壬

07.4.1就任

07.41就任

0741就任

11.4.1'訪 if壬

19.4.1就任

19.4.1就任

0441就任

19.11.24退 任

19.11.25:恵tilEE



書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

法 人 名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフトウェア

(会計王)使用

ルーズリーフ

2週間ごと 10年間

仕訳日記帳

会計ソフトウェア

(会計王)使用

/v-At) *7
2週間ごと 10年間

現金出納帳

エクセル使用

ノレーズリーフ

2週間ごと 10年間

賃金台帳

エクセノИ吏用

ルーズリーフ

lヶ月ごと 10年間



法人名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

イ

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申諦 寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び信者を教化育成する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有・□ 有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 □ 有 征 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

ロ

項 目 ◎ ⑤ ◎ ① ◎ 申言罰寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

有・回 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特
=llの

利益の供与の有無

有・□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及ひ事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有・回 有 。無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する割附の有無
有・回 有・無 有・無 有・無 有 有・無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (初葉)

(注意事0
・「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び

添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

改めて記載する必要はありません。

(注意澤
=D

「認定基準等チェック表 (第 4表 次葉)」 (ハ及び二)は、法第

“

条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時には

記載及び添付の必要はありません。

○

回



法人名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト たッタ欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議,時に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 悧プ嘴損!)等がある場合に1よ その細則 (社内瀬隕ID等を添付してくださし、

同 ,日

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 呻 簿

③ 定款等 碇款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

割附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事頃

・ 収益の生ずる取引及ti費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

割附金の額の事業年度中の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄射金の額及び受領年月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事
'現

)

・認定基準等チェック表第5表は、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添付する必要があ

ります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

○

□



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期

間が経過していること

チェッタ欄

事業年度 月 日～ 月 日 設立年月日 平成  年 月 日

(注意事10

・法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書寿Dの提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第 8表)は、

記載する必要はありません。

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法第

55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必霞はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名

簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営禾1括動促進法第 28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への

提出の有無

◎ ⑮ ◎ ④ ◎

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ヽ

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

③
ヽ
ノ

イ
ｌｒ
ヽ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

③ 認定基準等チエック表 (第 7表)は、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

□



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チエック表

法人名 特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティチュー ト チェック欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り消された場
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定
特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
しヽ1争

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力団の構成員等 ∝2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に達反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

定、仮認定及び認定の有効期間の更新の申請時には、所轄税務署長等から交付を受けた納税証明書「その4」 並びに
関係都道府県知事及び市区町村長から交付を受けた滞納処分に係る納税証明書の添付が必要となります)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営禾I括郵法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有 回

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する

法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執イ勲 終ゞわった日又はその執行を受けること

がなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有・□

認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 は い ・

国税に係る重加算税又は地方税に係、る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団 は い ・ いヽ

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人 は い ・ いいえ

鮒
勢

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、 41 け

の4」 並びに関凶國國型薗嘔塾延壁整迎世量2ヽら交付を受けた滞絆喫じ)に係る納税証明書を添付すること

(注 1)そ軸 の事務が ある場合は、そ軸 の事務所所在の滞納処分に係る納税証明添付する

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

6

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い ・ い い

○

□




